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指標でみる九州圏の「自立」について

■第１回検討小委員会における議論

（１）モノ(水源・熱源・食料）に関する指標 （２）カネ（産業・財源）に関する指標

（３）ヒト（人口・交流・教育・雇用）に関する指標 （４）チエ（立案）に関する指標

■九州圏の「自立」に関する指標の設定

○自立的な九州圏を形成するために必要な要素は何か？
→自立的発展を目指す単位を明確にすべき
→地域独自の魅力を活かすために地域資源を見直すべき

○自立的な九州圏を形成するために必要な要素は何か？
→自立的発展を目指す単位を明確にすべき
→地域独自の魅力を活かすために地域資源を見直すべき

・九州圏における「自立」の度合いを観測するため、モノ・カネ・ヒト・チエの動きから自立の度合いを
総体的に観測できるよう指標の選定を行った。

・九州圏における「自立」の度合いを観測するため、モノ・カネ・ヒト・チエの動きから自立の度合いを
総体的に観測できるよう指標の選定を行った。

「自立」の度合いを確認したい

①人口一人当りの降水量 （圏域比較）【水源関連】
②電力需給 【熱源関連】
③食料自給率 （圏域比較）【食料関連】

①産業別域際収支 （圏域比較）【産業関連】
②貿易収支 （圏域比較）【産業関連】
③公的固定資本形成への依存度 （圏域比較）【産業関連】
④市町村の自主財源比率 （圏域比較）【財源関連】

①自然増減人口の推移 （圏域比較）【人口関連】
②社会増減人口の推移 （圏域比較）【人口関連】
③九州圏への外国人入国者数 【交流関連】
④人口百万人当りの外国人登録者数

（圏域比較）【交流関連】
⑤九州圏の人口一万人当り大学卒業者数 【教育関連】
⑥完全失業率の推移 （圏域比較）【雇用関連】

①人口十万人当りの特許登録件数（圏域比較）【立案関連】
②大学発ベンチャー企業数 （圏域比較）【立案関連】
③承認・認定TLO数 （圏域比較） 【立案関連】
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九州の水事情
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・北部九州の一人当りの降水量では、全国平均を下回り、昭和５３年、平成６年と度重なる渇水に見舞われ
ている。

九州北部：福岡、佐賀、長崎、大分
九州南部：熊本、宮崎、鹿児島
出典：平成１８年度版日本の水資源

平成17年国勢調査

①モノに関する指標

▼地域別人口一人当りの降水量
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電力需給 ①モノに関する指標

・九州圏では自動車産業をはじめとする工場立地が堅調に推移していることもあり、最大電力需要量は更新
を続けている。

・今後も供給力の伸びが見込まれ、需給バランスとしてはほぼ１０％前後の供給予備力が予定されている。

▼全国の使用電力量に占める九州圏のシェア▼全国の発電電力量に占める九州圏のシェア

出典：電気事業便覧2004年版（電気事業連合会）より
※特定電気事業者・特定規模電気事業者を除く

出典：電気事業便覧2004年版（電気事業連合会）より
※使用電力量は１０電力会社分である。また、特定規模需要を含む。
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（万ｋｗ） （％）▼九州圏の最大電力需給バランス

出典：九州電力「平成19年度経営計画の概要」

３



・九州圏全体としては食料自給率のカロリーベース、金額ベースともに全国平均を上回っているものの、県
別に見ると福岡県が全国平均を下回っている。

食料自給率 ①モノに関する指標

▼地域別食料自給率（平成１５年度カロリーベース） ▼地域別食料自給率（平成１５年度金額ベース）(%)
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出典：農林水産省「平成16年度 食料需給率レポート」ともとに国土交通省国土計画局作成

出典：農林水産省「食料需給表」等
注：九州値は、九州農政局試算による

▼九州圏 県別の食料自給率 （％）
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２．指標からみた自立度

・平成１２年の地域別にみた域際収支は、関東・中部・近畿の大都市圏以外はマイナスであり、九州では
５兆円を越える移輸入超過となっている。
・人口一人当りの域際収支は、北海道が他の地方圏を大きく超えマイナスが大きい。九州は概ね四国と同
様であり、４０万円前後のマイナスとなっている。

産業別域際収支 ②カネに関する指標

▼地域別域際収支（平成12年） ▼地域別人口一人当りの域際収支（平成12年）
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出典：経済産業局資料より作成
注：域際収支とは輸・移出から輸・移入を減じた収支差
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２．指標からみた自立度

・平成１２年の地域別にみた貿易収支は、輸出が輸入を上回って収支が黒字となるのは中部、中国、九州の
３地域であり、関東、近畿はマイナスとなっている。
・人口一人当りで見ると、貿易収支額は中部が最も高く、次いで九州となっており、九州は海外との貿易収
支では黒字基調にある。

貿易収支 ②カネに関する指標

▼地域別貿易収支（平成12年） ▼地域別人口一人当り貿易収支（平成12年）
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出典：経済産業局資料より作成
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公的固定資本形成への依存度 ②カネに関する指標

・公的固定資本形成に対する依存度は沖縄が最も高く、次いで北海道、その後北陸、四国、九州がほぼ同
比率で続いている。

・九州圏の公的固定資本形成への依存度は平成１６年度で６．８％であり、平成１１年から１６年にかけ
公共投資への依存度は大きく低下しているが、依然として高い傾向を示している。

・県別には鹿児島、宮崎で公的固定資本形成への依存度が高く、人口一人当り額も高い。

▼地域別公的固定資本形成とその比率 ▼九州各県別人口一人当り公的固定資本形成の推移
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②カネに関する指標市町村の自主財源比率 ②カネに関する指標

・地域別の市町村（自治体）の歳入構成比をみると、自主財源である地方税と使用料・手数料などのその他
自主財源の合計比率は関東、中部で６割前後となっているのに対し、九州は４５％と沖縄、北海道に次い
で低い。

・県別には、福岡県では自主財源比率は５割を超えるものの、宮崎県では３６％、長崎、鹿児島などは４割
強に過ぎず、自主財源に乏しい。

▼九州各県税目別歳入構成比（平成１６年）▼地域別税目別歳入構成比（平成１６年）
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２．指標からみた自立度

・自然増減人口は、出生率の低下により大きく減少してきた。
・平成7年から１２年に四国で初めて自然減に転じたが、以降平成１３年には東北、平成１５年には北陸、
中国、九州で自然減に転じた。
・九州圏では平成１５年に自然減に転じたが、その速度は平成１７年以降増大する傾向がみられる。

自然増減人口の推移

出典：厚生労働省「人口動態統計」より作成
注：関東は自然増減数が大きいためグラフからは除外している。

③ヒトに関する指標

▼地域別自然増減人口の推移（昭和５５年－平成１７年）
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２．指標からみた自立度

・転出超過が大きい地域としては、近畿、東北であるが、近畿は急速に改善されてきている。
・九州圏では昭和６３年以降転出超過傾向が弱まり、平成５年～８年には社会増に転じたものの、平成９年
以降は再び転出超過となり、以降転出超過傾向は高まりつつある。

社会増減人口の推移 ③ヒトに関する指標

▼地域別社会増減人口の推移（昭和6３年－平成17年）

出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告年報」より作成
注：関東は転入超過人口が多いため、図上には示していない。
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九州圏への外国人入国者数 ③ヒトに関する指標

・九州圏への外国人入国者数は全体として増加傾向にある。
・内訳としては韓国、台湾の順に多く、２００３年における韓国の入国者数は３０万人程度で近年伸びが著
しい。

▼九州圏への外国人入国者数の推移

（注）香港は中国籍国民のみの数値
資料：法務省「出入国管理統計年報」
出典：「九州における東アジア経済圏形成に向けた市場開拓戦略策定調査」（2004年国土交通省）
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人口百万人当りの外国人登録者数 ③ヒトに関する指標

・人口百万人当たりの外国人登録者数は、中部、関東の順に多く、九州圏においては人口百万人当たり４３
００人程度となっている。
・いずれの地域も１９９８年から２００３年にかけて増加傾向にある。

▼地域別人口百万人当りの外国人登録者数（特別永住者を除く）

出典：法務省入国管理局外国人登録者統計より作成
注：「特別永住者」とは朝鮮半島や台湾の出身者で、戦後のサンフランシスコ平和条約で日本国籍を失った人とその子孫を指す
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人口一万人当りの大学卒業者数 ③ヒトに関する指標

・九州圏では人口一万人当り大学卒業者数は平成７年以降３３人から３５人程度と横ばいで推移してきてお
り、全国に較べ１０人ほど低い水準にある。
・九州圏内では大学が福岡県に集中しており、九州全体の半数強となっており、集中が著しい。
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完全失業率の推移 ③ヒトに関する指標

・九州圏の完全失業率は昭和６０年までは地方圏の中でも高い傾向にあったが、平成２年以降は地方圏の北
海道、四国とともに依然として高い水準にある。

・平成１２年以降は地方圏の中でも完全失業率がやや高まる傾向もみられ、沖縄、近畿に次いで四国とほぼ
同様の７％弱の失業率となっている。

▼地域別完全失業率の比率とその推移

出典：総務省「国勢調査報告」
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人口十万人当りの特許登録件数 ④チエに関する指標

・人口十万人当りの特許登録件数は、関東、近畿の順に多く、九州圏においては人口十万人当り９件程度と
なっている。
・なお、中部、四国、沖縄を除く地域では１９９８年から２００３年にかけて減少傾向にある。

▼地域別人口十万人当りの特許登録件数

出典：特許行政年次報告書、住民基本台帳より作成 １５



大学発ベンチャー企業数 ④チエに関する指標

・大学・短大・高専一校当り大学発ベンチャー企業数は、関東、四国の順に大きく、九州圏においては大学
・短大・高専１校当り０．８件程度となっている。

・いずれの地域も２００２年度末から２００４年度末にかけて増加傾向にある。

▼地域別大学・短大・高専１校当り大学発ベンチャー企業数

出典：大学・短大・高専数の出典は、学校基本調査（文部科学省）
大学発ベンチャー企業数の出典は、「大学発ベンチャーに関する基礎調査報告書」（経済産業省）
大学・短大・高専は本部所在地、ベンチャー企業は現住所で算出した。 １６



承認・認定TLO数 ④チエに関する指標

・承認・認定ＴＬＯ数は、関東が著しく多く、九州圏においては６件となっている。
・沖縄を除く地域は１９９８年から２００４年にかけて増加傾向にある。

▼地域別承認・認定TLO数の推移(累計）

出典：特許庁HPより作成
※承認TLOとは大学等技術移転促進法に基づき、文部科学省及び経済産業省により承認を受けたものであり、
認定TLOはその事業を所管する省庁によって認定を行うものである。
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自立的発展を目指す検討小委員会における論点について

論点１ 東アジアにおける九州圏の自立と連携
論点２ 地域資源の発掘、再評価、磨きによる地域力の結集 （第２回）
論点３ 持続可能で暮らしやすい都市圏の形成 （第３回）
論点４ 美しく暮らしやすい農山漁村の形成と農林水産業の新たな展開（第２回）
論点５ 自立的な地域の機能補完的・戦略的な連携 （第３回）
論点６ 維持・保全が危ぶまれる集落における将来選択
論点７ 多様なﾗｲﾌｽﾀｲﾙを実現する交流・連携と定住の促進 （第３回）
論点８ 住民主体の発意・活動による自助努力による地域づくり （第２回）
論点９ 地域の子育て力の強化

※下線箇所は、特に検討小委員会で議論を要すると考えられる項目

論点１ 東アジアにおける九州圏の自立と連携
論点２ 地域資源の発掘、再評価、磨きによる地域力の結集 （第２回）
論点３ 持続可能で暮らしやすい都市圏の形成 （第３回）
論点４ 美しく暮らしやすい農山漁村の形成と農林水産業の新たな展開（第２回）
論点５ 自立的な地域の機能補完的・戦略的な連携 （第３回）
論点６ 維持・保全が危ぶまれる集落における将来選択
論点７ 多様なﾗｲﾌｽﾀｲﾙを実現する交流・連携と定住の促進 （第３回）
論点８ 住民主体の発意・活動による自助努力による地域づくり （第２回）
論点９ 地域の子育て力の強化

※下線箇所は、特に検討小委員会で議論を要すると考えられる項目
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論点２ 地域資源の発掘、再評価、磨きによる地域力の結集

■論点

・九州圏のそれぞれの地域が地域特性を活かし、農林水産資源、自然資源、文化資源、観光資
源などの競争力の高い資源を発掘、再評価、磨き、地域への愛着を醸成することにより、地
域づくりの自立的な発展を促進すべきではないか。

■対応の方向性（案）

①既存の地域資源の魅力創出

・歴史的な建造物や産業遺産、伝統的なまちなみを
保存・活用するなど、歴史、文化を活かした魅力
あるまちづくりを促進する。

・棚田や里山など、地域において生活や生業を営む
中で自然に働きかけ創り出された文化的景観、二
次的自然環境等を保全・活用するなど、地域の自
然環境等を活かした地域づくりを推進する。

②多様な価値の創造

・地域において培われてきた文化の多彩さや厚みを
地域固有の資源と位置付けながら、それを地域の
ものづくり文化と融合させたり、感性産業を誘致
し融合させることで新たな産業や産品の創出を図
るなど、地域経済に新たな付加価値の形成を促す
取り組みを推進する。
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九州圏としてまとまりを持った魅力ある観光資源

・九州は源泉は全国の３７％、湧出量も２６％を占めるなど資源に恵まれ、温泉などの評価も高い。
・しかしながら、宿泊利用人員数は伸び悩んでおり稼働率も低い。
・また、首都圏の女性や東アジアから観光客への訴求度が弱い。

■九州の温泉資源の全国に占める地位■温泉施設の分布

出典：中小企業庁「地域資源を活用した地域中小企業の取組事例」

■首都圏女性の九州観光に対するイメージ

資料：九経調「2003年版九州経済白書」、首都圏女性373サンプル

出典：環境省「温泉利用状況」をもとに国土交通省国土計画局作成。
注：マル印の大きさは、源泉数の最も多い都道府県のマルの面積との相対比較
（最大：大分県5,053、最小：沖縄8）。
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歴史・文化、祭りの観光資源としての活用

・博多どんたく、唐津くんちなど歴史的・文化的祭りは多くの観光客を集めているが、観光客も「百名山踏
破」「文学の旅」などこだわりの旅を志向するものも多くなっている。
・九州圏には、陶磁器や織物、竹工品など伝統工芸も多く、これらは貴重な観光資源となっている。

唐津くんち■九州の祭り

福岡県 小倉祇園太鼓（北九州市）、博多どんたく、博多祇園山笠（福岡市）など

佐賀県 唐津くんち（唐津市）など

長崎県 長崎ペーロン競漕大会、精霊流し（長崎市）など

熊本県 火の国まつり（熊本市）、阿蘇の火まつり（阿蘇村）など

大分県 鶴崎踊り（大分市）、塚原甘酒祭り（湯布院町）など

宮崎県 宮崎神宮大祭（宮崎市）、高千穂夜神楽（高千穂町）など

鹿児島県 おはら祭（鹿児島市）、弥五郎どん祭り（曽於市）など

資料：21世紀の九州・山口経済社会大辞典（九州経済調査協会）より

市

写真：（社）佐賀県観光連盟ＨＰより

久留米絣
■九州の伝統工芸

県名 伝統工芸品

福岡県(7種）
博多織（織物）、久留米絣（織物）、小石原焼（陶磁器）、上野焼（陶磁器）、
八女福島仏壇（仏壇仏具）、博多人形（人形）、八女提灯（提灯）

佐賀県（2種） 伊万里焼・有田焼（陶磁器）、唐津焼（陶磁器）

長崎県（2種） 三川内焼（陶磁器）、波佐見焼（陶磁器）

熊本県(3種） 小代焼（陶磁器）、天草陶磁器（陶磁器）、肥後象がん（金工品）

大分県（1種） 別府竹細工（竹工品）

宮崎県（2種） 本場大島紬（織物）、都城大弓（竹工品）

鹿児島県（3種） 本場大島紬（織物）、薩摩焼（陶磁器）、川辺仏壇（仏壇仏具）

出典：財団法人伝統工芸品振興協会HPより
写真：久留米市役所ＨＰより ２１



景観法に基づく景観行政に取り組む自治体の増加

• 景観法に基づく景観行政団体数は、全地方公共団体数の１割を超え、着実に増加している。

• また、地方公共団体の区域を超えた広域的な景観形成への取り組み事例もいくつかみられる。

北九州市と下関市は、同一名称・同一条文である「関門景観条例」を
平成１３年１０月に制定し、建築物等の配置や形態、色彩などに係る
景観誘導のための指針を策定し、一体的な景観形成に取り組んでいる。

◆関門海峡景観（福岡県北九州市・山口県下関市）
九州圏の景観行政団体 （平成１９年５月１日現在）

法定 任意

県
指定都市
中核市

市町村

福岡県
北九州市
福岡市

志摩町 67 6.0%

佐賀県
佐賀市 嬉野市
唐津市 武雄市

24 20.8%

長崎県 長崎市 24 8.3%

熊本県 熊本市 山鹿市 49 6.1%

大分県 大分市

別府市 由布市
臼杵市 宇佐市
杵築市 中津市

日田市 豊後高田市

19 52.6%

宮崎県 宮崎市
日南市 日向市

綾町
31 16.1%

鹿児島県 鹿児島市

さつま町 霧島市
出水市 南種子町
指宿市 中種子町
薩摩川内市 長島町
鹿屋市 阿久根市
南大隅町

50 26.0%

7 7 28 264 15.9%

地方公共
団体数

移行
割合

平成１６年度から筑後地域１９
市町村と福岡県が協働して、広域
的な観点から美しい筑後地域の景
観をまもり、つくり、育てるため
の方策の検討を進めている。平成
１８年５月には「筑後景観憲章」
を制定し、ほかにも、テーマ協定
の策定（広域的な景観のルールづ
くり）、景観モデル地区の形成
（地区レベルでの景観のルールづ
くり）、公共空間の共創（河川、
道路、駅などの公共空間の景観づ
くり）等に取り組んでいる。

◆筑後地域景観（福岡県・筑後地域１９市町村）

※ 景観行政団体とは、景観法（平成１６年法律第１１０号）に
基づく景観行政を担う主体のことで、同法に基づく各種施策
（景観計画など）を活用できる。

２２資料：国土交通省調査、福岡県ＨＰ、北九州市ＨＰより作成



産業遺産を活用した地域づくり 【「九州・山口の近代化産業遺産群」の事例】

・三池・筑豊・高島といった炭鉱、石炭の輸送を担う交通基盤、八幡製鉄所、三菱造船所等は、日本の近代
化・工業化の過程の中で、大きな役割を果たしてきた。

・これらの産業遺産は、適切な保存管理による地域づくり資源としての活用が期待されており、世界遺産へ
の登録に向けた活動も活発化している。

資料：「世界文化遺産国内暫定一覧表への追加提案書」
福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県、山口県 外８市

■産業遺産の分布状況

端島炭鉱 東田第一高炉跡

三池炭鉱宮原坑施設旧鹿児島紡績所技師館

２３



歴史的町並みの再生、復活による地域づくり 【大分県豊後高田市の事例】

・各地の地域資産を活かした創意工夫による魅力的な観光地づくりが人々を呼びこむ。
・大分県豊後高田市では、「昭和３０年代」をテーマとした町並み再生に取り組み、歴史的町並みを
活かした観光地づくりが行われ、観光客の増加に寄与している。

【豊後高田市の取り組み事例】
・シャッター通りであった商店街を昭和３０年代をテーマに「昭和の町」整備を実施、商業と観光の一体化を
目指している。
・民間受皿組織「豊後高田観光まちづくり株式会社」を設立、イベントや施設整備事業に取り組んでいる。
（平成１６年度推定入込者数 ６０万人）

資料：国土交通省「地域いきいき観光まちづくりー100－」
２４



自然環境を活用した地域づくり【坂元棚田（宮崎県日南市）の事例】

・日南市酒谷地区にある坂元棚田では、現在、１３戸の農家が７０枚の水田を管理しているが、全国でも珍
しい取り組みとして、「棚田のオーナー制度」が注目を集めている。
・「坂元棚田」は１９９９年（平成１１年）に農林水産省が認定した「日本の棚田百選」のひとつである。

【棚田のオーナー制度】
・一人あたり１アール、年会費３万５千円で棚田の「オーナー」になる
と、収穫した米３０ｋｇを受け取ることができる。

・棚田は、普段は地元の人が管理し、主に都市部に住むオーナーたちは
休日などに自分の田や畑にやってきて、地元の人々とのふれあいを楽
しみながら、田植えや草取り、稲刈りなどの作業に参加している。

田植えの状況

収穫祭の状況

坂元棚田の状況
資料：宮崎県ＨＰ等より作成 ２５



歴史的経緯を活用した新たな価値の創造【長崎県島原市の事例】

・長崎県島原市では、「日本三大薬園跡」である旧島原藩薬園における「薬草」との歴史的関わりから、
「薬草」をキーワードとした地域活性化を実施し、観光集客の増加、新たな雇用の創出等を目指している。

【長崎県島原市の取り組み事例】
・薬草を地域再生のキーワードとして、薬草を活用した商品等を新たな地域ブランド・観光資源として確立し、
豊かな農水産物や湧水・温泉など既存の観光資源の活用と連携して、全国にアピールすることで、長期滞在
型を含む地域観光の集客を促進している。

・また、基幹産業である観光産業の振興を図るとともに、関連する多様な産業を活性化することによって、地
域振興と新たな雇用機会の創造を図ることとしている。

出典：長崎県島原市「地域再生計画（島原健康半島構想）」 ２６



機能

戦略Ⅰ 旅行先としての九州を磨く

戦略Ⅱ 国内大都市圏から九州に人を呼び込む

戦略Ⅲ 東アジアから九州に人を呼び込む

戦略Ⅳ 九州観光戦略を進める体制づくり

－ 九州観光戦略 － 九州観光推進機構 組織図

総会（正会員）

役 員

顧 問
監 事

監 事

会 長

副会長

理 事

評議員会

事業本部

戦略実施

啓発・広報

企画・提案

情報集約・発信

調査・研究

連絡・調整

各種観光団体・組織、大学・研究機関、地域住民、民間事業者

行政

民間

資金
人員

九州が一体となった観光戦略

・平成１７年４月、九州地方知事会と九州・山口経済連合会が協力して設立した「九州地域戦略会議」のも
とに「九州観光戦略」の策定が決議された。

・また、その最初の取組みとして「九州はひとつ」の理念に基づき「九州観光推進機構」が設置され、九州
が一体となった観光戦略が進められている。

評議員会

理事兼事業本部長

（観光プロデューサー）

企画部

（戦略Ⅰ・Ⅳに

関する業務）

国内誘致推進部

（戦略Ⅱに

関する業務）

海外誘致推進部

（戦略Ⅲに

関する業務）

連携

資料：九州観光推進機構ＨＰより作成
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論点４ 美しく暮らしやすい農山漁村の形成と農林水産業の新たな展開

■論点

・農山漁村の生産活動や土地利用の状況、住民の生活様式等から生まれる様々な魅力を再認識
するとともに、持続的な農山漁村の運営を支える基盤となる農林水産業を多様なニーズに答
えながら発展させていくべきではないか。

■対応の方向性（案）

①美しく暮らしやすい農山漁村の形成

・農山漁村の様々な魅力を維持するため、自然環境
に配慮した生産基盤、生活環境の一体的、総合的
な整備や、美しい景観を維持、回復する取組みを
推進する。

②農林水産業の新たな展開

・農林水産業については、農林水産業体験、農産加
工、農商工連携、生産物の高付加価値化等の多様
な分野との連携等の新たな展開により、持続的な
農山漁村の運営を支える基盤の強化を図ることが
必要である。

③担い手の育成

・農山漁村の持つ国土保全、地域の持続等の観点か
らの重要性を評価し、これからの農山漁村を支え、
かつ経営する様々な交流・連携の担い手の育成を
推進する。

２８



農村の現状について

・農村においては、若年人口の都市への流出や農家の減少等により、過疎化、高齢化、混住化が進み、農業
生産活動の停滞や集落機能の低下が見られる。

資料：国土審議会第２０回計画部会資料
２９



農村の多面的機能に関する認識と維持管理の課題

・農村の持つ多面的機能については、自然環境の保全、国土の保全、水源の涵養が多く挙げられ都市住民も
その役割を理解している。
・農家は資源管理を地域住民、行政機関と連携・協力して行っていくことが望ましいと考えている。
・一方、地域住民は農地、農業用水、農道の維持管理について約７割が負担感を感じている。

出典：農林水産省「平成16年度食料・
農業・農村白書」
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価格支持から農村開発に当てられるＥＵ農業補助金

・ＥＵでは、ＥＵ加盟諸国の共通の農業政策として「ＣＡＰ（Common Agricultural Policy（共通農業政
策））」と呼ばれる政策を行っている。
・ＣＡＰの内容は、市場政策（市場介入、直接支払い等）と農業構造政策（条件不利地域対策、農業環境政
策等）に大別され、中心となるのは農業関係予算の約９割を占める市場政策である。
・近年、ＣＡＰは手厚い農家保護政策の下で過剰、過度な財政負担が問題となったことから、「アジェンダ
２０００改革」「ＣＡＰ改革」等による改革が行われ、市場政策予算（直接支払い等）の削減分を農村開
発に振り分ける政策が取られつつある。

CAP（EU共通農業政策）改革を推進する3つの規定

１．クロスコンプライアンスの実施（直接支払いを受けると
き、環境に良い行為の達成を求めること、日本では農水
省が農家に最低限取り組むべき環境基準を設定、これを
クリアした場合に各種支援を講じる）

２．農民への直接支払い導入に際してルールを規定

３．農民への直接支払いを部分的に行う際の上限決定

第１の柱：共通市場政策
－介入買入、直接支払い、補助金
第２の柱：農村開発政策
－農業経営体への投資、青年農業者の就農、研修、早期離
農への助成、条件不利地域への助成、農業・環境事業、
農産物加工・販売対策への助成

【農村開発政策】の3つの政策軸
１．農林業の競争力の向上
２．環境と田園地域の改善
３．郊外地域のQOLの向上及び経済的発展

出典：農林水産省「WTO関連資料集」 ３１



先進技術と連携し生産性を高める農業

・世界的な安全・安心ニーズや環境志向の高まりに伴い、トレーサビリティの確立、リサイクルなどに配慮
した農業への消費者の支持が集まってきている。
・九州にはバイオマス発電やリサイクルなどのユニークな技術を有する企業がある。

出典：経済産業省「新経済成長戦略」

農業法人における技術的課題
分類 目的 具体的ニーズの内容や現在の課題

トレーサビリティに関
する技術

EANコードによるトレーサ
ビリティシステムの開発

・国内のシステムのJANコードによる管理。EAN
コードで開発し、現状では不可能な情報も管理で
きるシステムを開発

無農薬・減農薬栽培に関
する技術

化学薬品使用量の削減

・培地作成段階の薬品使用量の削減。紫外線照
射による消毒
・出荷前の牛の洗浄に使用する消毒薬の削減
・電解水の利用によって、農薬散布回数を減らす

商品の挌付
・食味計測機器の導入により、独自の商品企画を
設定。機器の導入から成分分析まで共同研究の
ニーズあり

取引業者や消費者に対し
て味を科学的に分析

・安全・おいしいということに対する科学的根拠のある
成分の分析。分析結果は取引業者に提供するととも
に、生産現場にもフィードバックすることでより品質の
高い商品の開発。

機能性食品など新製品の
開発に関する技術

甘藷を原料としたサプリ

メント商品の開発
・甘藷を加工した新たな商品の開発。有用成分などを
抽出し、パウダーやエキス、サプリメントとの開発

家畜の体重測定
・光センサーを利用して豚を立体的に計測することで
家畜の体重を測定

畜舎の開発
・母豚の寝返りによる子豚の圧死予防が課題。課題
解決のためには、例えば母豚を常に立たせておくよう
な畜舎の開発が必要

家畜の糞尿の汚泥処理
・浄化槽で汚水処理した後に発生する汚泥の適正
処理・有効活用

バイオマス発電
・豚糞をすべて堆肥として利用できないため、バイ
オマス発電に活用

出所：「農工連携による新規産業創出に向けた技術動向調査報告書」(2005年3月、九州経済産業局を元に作成）

効率化や省力化に関する
技術

食味計測に関する技術

家畜排泄物等のリサイク
ルに関する技術

食品製造業・卸売業・小売業者などにおける技術的課題
分類 目的 具体的ニーズの内容や現在の課題

トレーサビリティに関
する技術

トレーサビリティシステム互
換性の向上

（食料品卸売業）
・現状では各システム間の互換性がなく、取引業者に
よっては情報を共有化することがでいない
（運輸・倉庫業）
・システム間の互換性がないため、複数のシステ
ム導入コストが必要

食品の安全性の確保に関
する技術

細菌の検出
（食料品製造業）
・商品（食品）中に含まれる細菌を短時間かつ低コ
ストで検出できる機器の開発

食品の機能性評価に関す
る技術

栄養価等の計測
（食料品小売業）
・ミネラル分など微量な栄養分などの計測

輸送効率の向上
（運輸・倉庫業）
・一台のトラックで複数の温度帯を実現

食品保存期間の長期化
（運輸・倉庫業）
・気象管理によって青果物の生理作用を抑制し、
保存期間を長期化する技術

食品残さ等のリサイクルに
関する技術

食品残さの適正処理
（食料品製造業）
・製造段階で発生する食品残さの適正処理および
有効活用（焼酎かすなど）

出所：「農工連携による真意産業創出に向けた技術動向調査報告書」(2005年3月、九州経済産業局）を元に作成

鮮度保持に関する技術

出典：「九州ものづくり懇談会」資料 九州経済産業局
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食料産業クラスターによる新商品・産業の育成

• コーディネータを中心に地域の食材、人材、技術、その他の地域資源を結びつけ、地域の農林水産業と
食品産業等の連携を促進する食料産業クラスターへの取組みが行われている。

• 鹿児島県では、県や大学とも連携して、さつまいもの生産拡大と新商品開発に取組む、新たな動きがみ
られる。

出典：農林水産省 「食料産業クラスターについて」

３３



多種多様な九州農産品と輸出産業として高まる可能性

・九州は多様な農産品の宝庫であり、果実に加え穀類や魚種においても多様さとシェアを持つ。
・今後、EPA/FTA（経済連携協定・自由貿易協定）の流れが加速するなかにあり、九州における産業としての
農業にも大きな影響（ダメージ）が予想されるが、一方で九州の農産品は大きな輸出実績を誇っている。

■九州の輸出農業品と産地 ■主要な農産品とその全国シェア

出典：農林水産省九州農政局「平成17年度 九州食料・農業・農村情勢報告」
３４



・近年、ゆとり・安らぎなどの価値が重視され、豊かな自然や美しい景観に触れる農山漁村への期待が高
まっている。
・また、自然や暮らし、産業活動や生活文化の中から交流の材料となる地域資源を発掘する取組みが活発化
しており、都市の農山漁村の交流を推進することによる担い手の確保が期待される。

都市と農山漁村交流の一層の促進

３５資料：国土審議会第２０回計画部会資料



論点８ 住民主体の発意・活動による自助努力による地域づくり

①自助努力による地域づくり

・人口減少、高齢化をはじめ、地域がおかれている
厳しい状況を認識し、地域の担い手の自助努力、
主体的・総力的な取組みにより、地域における
様々な就業機会や社会諸サービスを確保すること
が必要である。

・ 人口減少・高齢化を始めとする経済社会情勢の変化が進展し様々な社会サービスの継続が困難と

なり、地域づくりを進める上で様々な課題が生じている。

③新たな公による地域づくり

・今後の地域経営のあり方については、行政、企業、ＮＰＯ、
ボランティア等さまざまな主体が目的を相互に共有して社
会参画し、緩やかに連携しながら活動を継続することを促
す新たな仕組みづくりが必要である。

②地域的な資金循環の形成

・地域の資金が地域の中に投資され、地域づくりに
活用される資金の「小さな循環」を推進すること
が必要である。

・企業や個人の貢献意欲を地域に向けるなど「志」
のある投資を増加させることが必要である。

・ これらに対応するため、民間主体等の発意・活動による自助努力による地域づくりを推進すべきで
はないか。

■論点

■対応の方向性（案）

３６



地域の発意による福祉サービスの確保【熊本県宇城地域の事例】

・熊本県宇城地域では、構造改革特区制度の活用により、高齢者、障害者等サービスの受益者ごとに縦割り
サービスが組み立てられている現行制度の規制を緩和するとともに、ＮＰＯ法人による新たな福祉有償運
送という手段を創出している。

【現行の課題】

身体・知的障害者
デイサービス

高齢者デイサービス

デイサービスの相互利用【特区】

病院 買い物 作業所 学校

ＮＰＯ法人による有償運送【特区】

《身近なデイサービス事業所》

福祉コミュニティ特区：熊本県宇城地域
（宇土市、宇城市、城南町、富合町、美里町）

【身近なところでより多くの福祉サービスを受けられるコミュニティづくり】

①過疎地域を中心に、福祉施設等の整備が
十分ではない。

②現行制度では、高齢者や障害者等 サー
ビスの受け手ごとに縦割りの制度であり、
相互利用ができない。

③移動制約者に対する外出支援策が不足し
ている。

高齢者 障害児障害者

【福祉コミュニティ特区の位置】

資料：内閣官房構造改革特区推進室

「特区は宝の山 –特区成果事例集-平成１８年５月」より作成 ３７



地域的な資金循環（地域金融）に関する各種仕組み、取り組み

・ＣＳＲ（企業の社会的精神）の理念や個人の貢献意欲を地域に向けるなど、「志」のある投資を促す各種
仕組み、制度が整えられつつある。
・今後は、これらの地域的な資金循環（地域金融）を活用した地域活性化が望まれる。

出典：国土審議会計画部会資料

リレーション
シップ

バンキング

マイクロ
ファイナンス
（クレジット）

コミュニティ
クレジット

コミュニティ
ファンド

地域ベンチャー
ファンド ミニ公募債 財団・企業の

助成 特定公益信託 ふるさと
寄付条例 補助金

概 要

小規模な地域ビ
ジネスにおいて、
長期継続する関
係の中から、借
り手企業の経営
者の資質や事業
の将来性等につ
いての情報を得
て、融資を実行
する仕組み

貸付先のグルー
プ化とその相互
連帯保証により
返済率を担保す
ることで、極小規
模の金融サービ
スを提供する仕
組み

信頼関係にある
地域企業等がグ
ループを形成、
各々が資金を拠
出し、それによる
金銭信託の受益
権を担保に単独
より高い信用を
創造し、金融機
関からの大規模
な融資を行う仕
組み

NPOやコミュニ
ティビジネス事
業者を支援する
ため、ＮＰＯなど
が別組織で配当
が付く出資や、
寄付を募り、そ
の資金を元手に
社会貢献事業に
小規模の融資を
行う仕組み

地域経済活性化
のため、地域行
政等の出資によ
り自地域のベン
チャー企業に投
資し、支援・育成
する仕組み

市町村が自市町
村在住の住民、
企業（従業者）、
団体等を対象に
公募債を発行し、
住民等の社会貢
献への参加意識
高揚を行う仕組
み

財団・企業等が
社会貢献の一環
として、NPO等
の社会貢献活動
を行う団体・個
人を資金的に支
援する仕組み

NPO等の社会貢
献活動団体等を
支援することを
目的に出資を募
る公益信託のう
ち、基金への寄
付者が、普通法
人の場合は、寄
附金を「一般寄
附金の枠」内で
損金算入を可能
とする制度

市町村が条例を
定め、行政等が
計画・実施する
事業を特定して、
地域内外からの
寄付を募り、資
金調達を実現す
る仕組み

通常の公共投資
の一環として、
公益性のある市
民活動に補助金
を交付し、地域
住民の生活向上
等を図る仕組み

出資者 一般 一般 グループ
参加企業 一般 自市町村内

（従業者含む） 一般 一般 一般 政府・
地方公共団体

対象の
制限 無し 有り 無し 有り 無し

配当の
有無 有り（預金利子含む） 無し

調達元 地域企業
グループ

民法上の
任意組合、
中間法人 等

貸付元
/投資元 金融機関

（上記から融資
を受けたNPO
法人等が
融資のみ
行う場合あり）

貸付先
/投資・助成
・交付先

一般（地域内の
中小企業中心） 個人 出資者 出資者の団体

地域内のベン
チャー企業

（進出予定含む）
公共事業 社会貢献活動

団体
社会貢献活動

団体 公共事業 地域内の社会
貢献活動団体

返済義務 有り なし

問題点等

・競争環境の維
持や適切な監
督・規制が不可
欠（依存される
側の有利な条件
強要、回収困難
な状況での融資
の継続への対処
など）

・マイクロファイ
ナンスの乱立に
よる融資競争・
審査力の低下
・低密度居住地
域での回収コス
トの高騰
・外国の事例で
は運営主体がＮ
ＧＯの場合もあ
る

・現在まで、神戸
において実行さ
れた事例が唯一
の事例

・地域金融機関
との差別化
・出資者への配
当確保と資金調
達の円滑化
・監査基準強化
への対応
・出資募集と融
資を分割する事
例は、融資事業
の公益性を明確
にすることをそ
の理由としてい
る

・リターンに関す
るコンセプトの明
確化
・行政とファンド
運営者の役割分
担の明確化

・金利変動リスク
への対応
・継続的な発行
体制の構築

・助成成果の適
切な評価
・助成対象の自
立促進

・交付基準の明
確化など地域へ
の説明責任
・財源縮小にとも
なう交付先の最
適化

投資事業組合 行政機関 財団・企業

金融機関
（助成先等の
審査を外部
有識者が行う
場合もある）

行政機関 行政機関金融機関 金融機関

運

営

主

体

運

営

方

法
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地域通貨導入による地域づくり【熊本県阿蘇市、大分県別府市の事例】

・九州では、地域の資金が地域の中に投資され地域づくりに活用される仕組みづくりとして地域通貨の導入
が各地で進められている。

・熊本県阿蘇市では、国際環境観光都市を目指したまちづくりを進めるために、参加者が楽しみ交流が繰り
返し行われる仕組みとして地域通貨の導入が進められている。

・大分県別府市では、市民が住みやすいまちづくりを進めるために、地域通貨の導入が進められている。

◆概要（地域再生計画における概要）
阿蘇市は、「緑いきづく火の神の里」を将来像に、豊かな自然と

笑顔あふれる国際環境観光都市を目指したまちづくりを進めている。
この取組みをさらに推進するために、地域全体を屋根のない博物館
に見立て、地域資源を活かし農業と商工業と観光業の連携による住
民主体の交流活動や環境学習の展開を図る「ASO田園空間博物館構
想」をベースに、参加者が楽しんで交流が繰り返し行われる仕組み
として地域通貨モデルシステムを導入し、都市との交流が盛んな活
力ある地域の再生を目指す。

資料：阿蘇市ＨＰ、地域再生計画（大阿蘇の地域資源、農村空間を
活かした環境体験産業づくり）より作成

【熊本県阿蘇市の事例】

◆概要（地域再生計画における概要）
別府市は市内の多様な温泉文化等の資源を活用し、ボランティア

活動の活性化や市民の健康意識の高揚を促進し、住民主体のまちづ
くりに健康やスポーツを取り込み、世界の健康回復都市「別府」と
して「きれい、元気づくり」を推進し地域再生を図る。市民が住み
やすいまちづくりを進めるためのツールとして、地域通貨モデルシ
ステムを導入し、住民主体のまちづくりの推進、地域コミュニティ
の再構築を図るとともに、健康・スポーツを活用した元気なまちづ
くりを推進し、「ウェルネス都市」としての発展を目指す。

資料：別府市ＨＰ、地域再生計画（地域通貨を活用したまちづくり
活動とＯＮＳＥＮ・健康ライフの促進）より作成

【大分県別府市の事例】

地域通貨（Ｇｒａｓｓ）

地域通貨（泉都（セント））
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◆施設名
大分県立総合文化センター

◆命名権による呼称
iichiko総合文化センター

◆命名権を取得した企業
三和酒類株式会社（大分県宇佐市）

◆契約期間
２００５年４月１日～５年間
（５千万円×５年間）

◆概要
三和酒造株式会社が大分県から、大分県

立総合文化センターを「iichiko総合文化セン
ター」、施設内の大ホールを「iichikoグラン
シアタ」、小ホールを「iichiko音の泉ホー
ル」等として命名権を取得している。

【大分県立総合文化センターの事例】 【大分スポーツ公園総合競技場の事例】 【鹿児島県文化センターの事例】

命名権（ネーミングライツ）導入による地域づくり【大分県、鹿児島県の事例】

・競技場やコンサートホール等に対して名称をつけることができる権利（命名権）を企業等に売却すること
により、地方自治体の公共施設整備、管理における財政負担の軽減を図る事例が広がりつつある。
・九州圏においても、地元企業への命名権売却の事例が見られる。

◆施設名
大分スポーツ公園総合競技場
◆命名権による呼称
九州石油ドーム
◆命名権を取得した企業
九州石油株式会社
◆契約期間
２００６年３月１日～３年間
（３年間で約２億２千万円 ）

◆概要
九州石油株式会社が大分県から、大分ス
ポーツ総合競技場（旧ビッグアイ）を「九州石
油ドーム」、軟式野球場、サブグランド、投てき
場をそれぞれブランド名「ストーク」を冠
して「ストーク球場」、「ストークグラウ
ンド」、「ストークフィールド」等として
命名権を取得している。

◆施設名
鹿児島県文化センター

◆命名権による呼称
宝山ホール

◆命名権を取得した企業
西酒造株式会社（鹿児島県県日置市）

◆契約期間
２００６年４月１日～５年間

◆概要
西酒造株式会社が鹿児島県から、鹿児島県

文化センターを「宝山ホール」として命名権
を取得している。

資料：鹿児島県ＨＰ、宝山ホール（鹿児島県文
化センター）ＨＰより作成

資料：大分県ＨＰより作成資料：大分県ＨＰより作成
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１％条例による市民活動団体の支援制度【千葉県市川市の事例】

・千葉県市川市では、市民（納税者）の選択により市民税額の一部がボランティア団体、ＮＰＯなどに補助
金として支給される仕組みが導入されている。

出典：国土審議会計画部会資料
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出典：第９回自立地域社会専門委員会資料

「新たな公」の考え方を基軸とする地域づくりのシステム

従来、地域において主として行政が担ってきた社会的サービスについて、
①行政だけでなく、多様な民間主体を地域づくりの担い手としてとらえ、
②これらの多様な民間主体と行政の協働によって、
③従来の公の領域に加え、公と私の中間的な領域にその活動を広げることできめ細かなサービスを提供する、
という「新たな公」の概念を基軸とした地域経営や地域課題解決のシステムへ転換する。
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社会的サービスの圏域人口規模とその提供主体、住民参加への期待

・社会的サービスの提供主体とその規模は概ね決まっていたが、人口減少下でその提供主体も多様化せざる
を得ない。
・現在は自治組織や商工会などがその役割を担っている社会的サービスについても、今後は市民やＮＰＯ、
自治組織など多様な担い手が地域を担うことが期待されている。

[主な社会的サービス(提供主体と内容）とその概ねのカバー圏域人口]

～5千人程度 ～１万人程度 ～５万人程度 ～１０万人程度 ～３０万人程度 30万人程度以上～

福祉
児童福祉施設
【33,400】

知的障害者擁護
施設【4,000】

身体障害者更正
擁護施設【2,200】

保護施設【300】
婦人保護施設【50】

教育
幼稚園【14,100】
小学校【23,400】
中学校【11,100】

高等学校【5,400】
公立図書館【2,700】

大学・短期大学【1,200】

一般診療所【95,000】
歯科診療所【65,800】

病院【9,100】
救急告示病院【2,700】

第三次救急医療
施設【180】

市町村保護センター
【1,200】

保健所【600】

警察 駐在所・交番【13,500】 警察署【1,200】
警視庁・
道府県県警察本部

防災
自主防災組織
【112,000】

婦人防災クラブ
【14,400】

消防団【3,500】
消防署出張所【3,200】
水防団【3,100】

消防署【1,700】 消防本部【880】

郵便
郵便ポスト【188,400】
ゆうパック取扱所
【53200】

特定・簡易郵便局
【23,400】

普通郵便局【1,300】

ごみ処理
一般ごみ回収
美化活動（ボランティ
ア等）

ごみ焼却施設【1,500】
ごみ最終処分場
【2,000】

粗大ごみ処理施設
【700】

商業 コンビニ【41,800】

食料品スーパー
【17,700】
住関連スーパー
【13,000】

大型スーパー【3,700】 百貨店【340】

文化
娯楽

都市公園【24,800】
公民館・集落センター

公立体育館【6,100】
博物館・美術館
【3,700】
公立市民会館等

映画館【1,900】 公立陸上競技場【1,100】

：主に行政がサービスを提供
：主に民間がサービスを提供
：主にコミュニティがサービスを提供
：主に行政・民間の両者がサービスを提供

社
会
的
サ
ー

ビ
ス

カバー圏域人口

保健
医療

出典：国土審議会計画部会資料
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地域住民やＮＰＯ等による清掃活動や美化活動

・公共施設等の清掃活動や美化活動において、ＮＰＯ、ボランティア等の様々な主体が施設管理者と目的を
共有しながら施設管理者と協定を締結し活動するなど、継続的な取り組みが活発化している。

出典：国土審議会第１９回計画部会資料 ４４



地域住民自治組織を中心としたまちづくりの推進【福岡県宗像市の事例】

第９回自立地域社会専門委員会資料を元に作成

・福岡県宗像市では、平成９年に「宗像市コミュニティ基本構想」に基づき、コミュニティ運営協議会を組
織し、これを中心としたまちづくりが進められてきた。
・平成１７年からは、行政区長が担当していた業務をコミュニティ運営協議会に移行、各種補助金を統合し、
行政から地域住民自治組織へのまちづくりに関する権限・財源の委譲を行っている。

４５
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中間的な支援組織【英国の事例】

・グランドワークトラストとは、地方自治体、地元企業等の出資により設立された有限責任会社であり、
チャリティ団体として税制優遇を受ける組織である。

・グランドワークトラストは、市民、企業、行政等に属さない中間セクターとしてコミュニティ再生等の事
業を行う。

出典：第９回自立地域社会専門委員会資料
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医療サービスにおける指定管理者制度の導入【鹿児島県薩摩川内市の事例】

・鹿児島県薩摩川内市は、平成１６年１０月の市町村合併により島嶼部である甑島各村を含めた１市４町
４村により誕生した。
・島嶼部である甑島地域の医療体制のあり方は、市町村合併により旧村の垣根を越えた甑島全域、市全域の
視点から見直しが進められており、公設診療所の指定管理者制度の導入の方針が示されている。

こしき

出典：薩摩川内市市民福祉部診療所課「薩摩川内市『甑島における地域医療のあり方』指針（平成１９年３月）」

■甑島診療所位置図（現況） ■甑島位置図

４７

■甑島の診療所の経営形態見直しの方向
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